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1．河川

小1.1 

1.1.1 

(1) 流域

小本
お も と
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小本付近

小本川

落が形成
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っている

小本川

水に利用
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る 1,00
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小本川

準」に係
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ほとんどが

る。 

は、９割以

住民にとっ
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穴目
あ な め

ヶ岳
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（

地が主である

が広がって

種であるウ
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やイヌワシ
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では砂岩、

気候に属し

せ」により

質について

型に指定さ

とされ水質測

基準値を満

境 

岩泉町、田
た

畑村が占め

通網は、南

る国道 340

占める岩泉

まで、55 年間

クに減少し

に関する事

県下閉伊郡
し も へ い ぐ ん

岩
いわ

流した後に東

域面積約 731

が山間狭窄部

以上を森林が

って大切な水

用水としての

（標高 1,16

る。中流域お

ている。 
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いるほか、イ

シの繁殖巣が

上流右岸では
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の は た む ら

の１
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お

れており、近

り、水質が良

１町１村か

国道 45 号が

455 号が通っ

は、昭和 35

％の減少とな

年の 4,174

境
かい

峠
とうげ

付近に

変え、清水
し ず

川
が

延長約 65km

ており、中

り、住宅地

であり、水

面積は約 25
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み

巣子
す ご

岳
だけ

（標

域の一部に

ゴなどの生

ナやヤマメ

息も確認さ
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板岩、大川

布している

35mm、平均気

がある。 

大川が「生

小本
お も と
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、惣
そ

近年 10 年間

良好な河川

らなり、そ

が通ってお

っている。

年の 27,81

なっている。

世帯まで、
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がわ
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51ha となっ
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にある平坦地
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惣
そう
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間（平成 20～

である。 

の大部分を

り、東西方
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また、世帯

55 年間で

東方向に流れ

猿沢
さるさわ

川
がわ

を合

川である。

部分的な平地

用地は１％未

農業用水及び

っている。 

m）などに代

地には、それ

されているほ

流魚が豊富で

また、流域

 

部では花崗岩

0℃と夏も涼

保全に関する

大川の大渡
おおわたり

橋

～29 年）の

を岩泉町が占

方向には沿岸

ークに減少し

帯数も昭和

22.3％の減

れながら

合流し、

 

地部に集

未満とな

び発電用

代表され

れぞれ岩

ほか、清

で、アユ

域には、

岩、中流

涼しく、

る環境基

橋が環境

BOD75％

占め、下

岸部と盛

し、平成

35 年の

減少とな
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っている。年齢別人口割合の推移は、年少人口（０～14 歳）が昭和 60 年以降減少を続け

る一方で、老年人口（65 歳以上）は一貫して増加しており、平成 27 年の年少人口は 9.6％、

老年人口は 40.7％となっている。 

小本川流域は 1,000m 級の山地がそのほとんどを占めており、その地形条件と豊かな自

然環境を活かして、古くから林業や酪農、畜産業などが営まれている。 

小本川は古くからサケ漁が盛んであり、現在も小本地区では鮭にちなんだ祭りが開催さ

れているほか、夏にはアユ釣りのための釣り人が多く訪れる。支川の大川には、景勝地と

して知られている大川七
おおかわなな

滝
たき

があり多くの観光客が訪れるほか、夏には大川七滝夏祭りが開

催され、釣り大会などイベントの場として活用されており、地域住民に親しまれている。

また、支川清水川の上流には日本三大鍾乳洞の一つに数えられる 龍
りゅう

泉
せん

洞
どう

があり、観光の名

所として全国の人々が訪れ親しまれている。 
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図１ 小本川水系図 
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1.1.2 流域の水害と治水事業の沿革 

(1) 流域の水害 

小本川流域の近年の洪水は、平成 23年、平成 25年、平成 28年などに発生している。平成 23年

10 月には床下浸水３戸、床上浸水１戸、平成 25年７月には床下浸水 24戸、床上浸水６戸の被害が

発生した。特に、平成 28 年８月 30 日台風第 10 号に伴う豪雨により、岩泉町周辺で記録的な大

雨となり、小本川及び清水川で床上浸水 1,465 戸、床下浸水 22戸、死者 24 名を出し、甚大な

浸水被害が発生した。また、流木が橋梁部に堆積して流れが阻害され溢れた洪水により浸水

被害が拡大した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２(１) 平成 28年８月台風第 10号による被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２(２) 平成 25年７月豪雨による被害状況 

 

 

 

  

平成 28 年 8 月洪水 平成 28 年 8 月洪水

袰野地区 岩泉市街地 

平成 25 年 7 月洪水 平成 25 年 7 月洪水

門地区 袰綿地区 
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表１ 小本川流域における浸水被害状況（昭和 41 年以降） 

出典）昭和 41 年～平成 28 年：「水害統計」 

 

 

(2) 治水事業の歴史 

治水対策としては、これまで主に下流部で進められており、昭和 21年から昭和 28年にかけて河

口から上流2.4km区間の築堤等の整備を行ったほか、平成３年から平成13年にかけて岩泉町中里
なかさと

地

区 1.9km 区間の整備を行った。 

また、支川長内川
おさないがわ

においては、流下断面が狭小なため度々氾濫し、家屋や工場に被害が発生して

いたことから、平成４年から平成 24 年にかけて総合流域防災事業（旧小規模河川改修事業）によ

り拡幅・放水路整備等を行った。 

平成 23 年９月、県は、東北地方太平洋沖地震で発生した津波により被災した海岸堤防等の復旧

を進めるにあたり、小本川河口部の設計津波の水位を T.P.+13.7m と定め、堤防等の整備が行われ

ている。 

 

表２ 小本川水系の治水事業 

洪水年月 被害原因 
浸水面積 

(ha) 

床下浸水 

（戸） 

床上浸水 

(戸) 

昭和 41 年 6 月 台風第 4 号 78.00  57 - 

昭和 62 年 8 月 台風第 13 号及び豪雨 9.22  35 - 

平成 6 年 9 月 台風第 21 号、24 号及び前線 2.07  10 - 

平成 6 年 9 月 台風第 26 号 0.90  16 2 

平成 23 年 7 月 豪雨 0.006 1 - 

平成 23 年 10 月 豪雨 0.026 3 1 

平成 25 年 7 月 梅雨前線豪雨 9.90  24 6 

平成 28 年 8 月 台風第 10 号 548.55 22 1,465 

計画 実施時間 対象区間 計画降雨 計画流量等 備考 

中小河川 

改修事業 

昭和 21 年

～28 年
河口～2.4km 

286mm／日 

（15mm/hr） 
2,200m3/s 護岸、築堤 

三陸高潮 

対策事業 

昭和 47 年

～平成 2
河口～0.8km 

210mm／日 

（28mm/hr） 

3,000m3/s 

（1/50） 
小本川水門設置、防潮堤 

局部改良事業 
平成 3 年 

～13 年

岩泉町中里地区

1.9km 
140mm／日 2,200m3/s 

堤防（1,635m）、 

護岸（415m） 

河川災害関連 

事業 

昭和 56 年

～57 年

大川唐地地区 

0.8km 
22mm/hr 350m3/s 

護岸、落差工 2 基、 

帯工 1 基、排水樋管 10 箇所

長内川小規模 

河川改修事業 

平成 4 年 

～24 年
0.0k～1.43km 58.4mm/hr 

39m3/s 

（1/30） 

放水路トンネル、 

河道改修 

三陸高潮 

対策事業 

平成 23 年

～28 年

河口～ 

2.23km 
- - 堤防 
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特に、

断、流木
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等と整合

小本川

に指定し
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このよ

 

・ 平

濫

の
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や

・ 今

要
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・ 整
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治水の現状

治水の現状

川は、築堤・

備水準に達し

平成 28 年

木被害等甚大な

民の人命、財

23 年３月の

殻変動により

合を図りなが

川は、平成 28

している。 

治水の課題

ような現状か

平成 28年８

濫が発生した

の向上を図る

流下能力、河

や流木の除去

今後、堤防整

要となること

ため、岩泉町

整備目標を上

水ハザードマ

に図る必要が

と課題 

状 

護岸等の施

しておらず、

８月 30 日台

な被害が発生

財産を守り、

の東北地方太

広域的な地

がら、堤防の

8年８月 30

題 

から治水の課

月台風第 10

た場合、甚大

る必要がある

河川管理施設

去、堤防除草

整備や堤内地

とから、内水

町と連携を図

上回る洪水や

マップの作成

がある。 

工により整備

今後も効率的

台風第 10 号に

生したことか

安全で安心で

平洋沖地震で

地盤沈下が発生

整備等を進め

日台風第 10

課題は次のとお

号に伴う豪

大な被害が想定

る。 

設の機能を将来

草、河道内樹

地における土地

水氾濫に対して

図りながら対

や整備途中段

成・公表の支援
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備を実施し洪

的かつ効果的

に伴う豪雨に

から、早急に治

できる生活基

では津波等に

生した。この

めており、平

0号に伴う豪

おりである。

豪雨により甚大

定されること

来にわたり維

樹木の伐採等の

地利用の高度

ても現状の安

対策を進めてい

段階における洪

援、降雨や水

洪水被害の軽

的な治水対策

により、家屋

治水安全度を

基盤の整備を

により甚大な

のことから、

平成 28年に完

豪雨を受けて、

 

大な被害が発

とから、未改

維持するため

の維持管理を

度化等によっ

安全度を適正

いく必要があ

洪水、内水に

水位等の情報

軽減を図って

策を進めてい

屋浸水や河岸

を向上させ、

を図る必要が

な被害が発生

河口部右岸

完成している

、平成 29年

発生したが、

改修区間を含

めに、治水上

を継続する必

って、内水氾

正に評価し、

ある。 

による被害の

報提供等ソフ

ているものの

いく必要があ

岸の被災によ

再度災害を

がある。 

生した。また

岸において地域

る。 

年５月に水位周

再度、豪雨

含め一連で治水

上支障となる堆

必要がある。

氾濫の対策が

内水被害を軽
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、未だ十
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表４ 小本川流域の水質観測所における BOD（75%値）経年変化（平成 20 年～平成 29 年） 

単位：mg/ℓ 
 

 

 

 

 

河川の水質環境基準 

AA 類型 ：BOD が１mg/ℓ以下 

A 類型 ：BOD が２mg/ℓ以下 

B 類型 ：BOD が３mg/ℓ以下 

C 類型 ：BOD が５mg/ℓ以下 

出典：岩手県公共用水域水質測定結果 

 

表５ 汚水処理施設整備状況（平成 29 年度末） 

 下水道処理 

人口普及率 

汚水処理 

人口普及率 

岩泉町 28.9% 46.8%

田野畑村 13.6% 52.2%

県平均 59.1% 80.8%

                     出典：岩手県ＨＰ 

 

1.4.2 河川環境の課題 

小本川は、豊かな自然が多く残されており、カワシンジュガイ等の重要種も確認されて

いることから、動植物の貴重な生息・生育空間に配慮した対策が必要である。 

また、水質（BOD）についても環境基準（AA 類型）を近年 10 ヶ年で満たしており、現状

としての課題は特になく、この良好な河川環境や景観を今後とも保全することが重要であ

る。 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

小本川 小本川 小本大橋 AA <0.5 <0.5 0.6 0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

小本川 小本川 惣畑橋 AA <0.5 <0.5 0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

小本川 大川 大渡橋 AA <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

測定
地点名

環境
基準

年度（平成）
水域名 河川名
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1.5 河川整備計画の目標 

1.5.1 計画対象期間 

本整備計画の計画対象期間は、河川整備計画策定から概ね 30 年間とする。 

なお、本計画は現時点の流域の社会状況、自然状況、河道状況に基づき策定したもので

あり、策定後にこれらの状況変化や新しい知見、技術の進歩、急激な社会情勢の変化など

により計画の見直しの必要が生じた場合には、見直しを行う。 

 

1.5.2 計画対象区間 

本整備計画の対象区間は、小本川水系内の岩手県知事管理区間を対象とする。 

 

表６ 小本川水系内県管理河川 

No 河 川 名 支川 対象区間 

指定区間

流路延長

（km） 

1 小本川 － 河口 ～ 指定区間上流端 48.7

2 ├長内川 1次 小本川合流点 ～ 指定区間上流端 2.9

3 ├長内川放水路 1次 小本川合流点 ～ 指定区間上流端 0.5

4 ├清水川 1次 小本川合流点 ～ 指定区間上流端 5.7

5 └大川 1次 小本川合流点 ～ 指定区間上流端 45.6

 

1.5.3 洪水被害等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 

本整備計画では、小本川流域（岩手県管理区間）において、災害の発生の防止又は洪水

被害の軽減に関しては、平成 28 年８月台風第 10 号と同規模（年超過確率 1/30 の規模の降

雨）の洪水を安全に流下させることを目標として河川整備を行う。 

また、津波被害の軽減に関しては、昭和三陸津波程度の規模に対する安全な整備を目標

とする。 

 

1.5.4 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 

河川は地域の産業振興等の重要な資源となっており、岩泉町・田野畑村や水利関係者、

漁業関係者等から積極的に情報を収集するとともに、水位・流量データの蓄積、動植物の

生息・生育環境等を十分調査したうえで、流水の正常な機能の維持に必要な流量の調査・

検討を進める。 

また、河川水の有効利用や、動植物の生息・生育環境の保全を図るためにも関係利水者

等と連携しながら、合理的な利用の促進に努めるとともに、渇水時における効果的な水利

使用の調整を図るため、雨量や水位等の必要な情報の収集・提供に努める。 
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1.5.5 河川環境の整備と保全に関する事項 

(1) 河川環境 

河川整備を実施する際には、流域内の河川を生息・生育・繁殖の場とする多様な動植物

に十分配慮し、河川の自然環境の保全、動植物の生息・生育・繁殖環境の保全に努める。 

また、魚類の遡上・降下の妨げにならないよう河川の連続性を持たせた整備に配慮する

とともに、良好な生息・生育環境となる瀬や淵の保全に努め、河川が本来有している自然

環境を尊重する。 

外来種については、セイタカアワダチソウが確認されており、関係機関と連携して移入

回避や必要に応じて駆除するなど、多様な生態系の保全再生に努める。 

 

(2) 河川利用 

河川の利用にあたっては、既存の良好な水環境を保全し、高齢化社会の到来を踏まえ、

子どもから高齢者までが安心して利用できる水辺の整備を進め、さらなる利用促進に向け

た広報活動、施設利用の際の安全性向上を目標とする。 

また、学校教育等における自然体験学習の場としての利用にも配慮し、子ども達が水辺

を利用して安全に学ぶことができる場や、川の生き物、その河川の持つ特性などの情報の

提供に努める。 

 

(3) 水環境 

小本川における河川の水質の状況は、環境基準（補助）点が３箇所で設定されており、

AA 類型に指定されている。近年 10 年間（平成 20～29 年）の BOD（75%値）の調査結果では、

基準値を達成している。 

今後も健全な水環境系の維持を目標とし、川の自浄機能の保全を図り、流域全体で水質

保全を推進する。 
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(1) 小本川 

①  工事の内容 

小本川の小本地区、中島
なかしま

地区、中里地区、袰
ほろ

野
の

地区、乙
おと

茂
も

地区、岩泉市街地の整備

区間は、目標流量を安全に流下させるために、河道掘削、築堤（輪中堤、連続堤）、

護岸工等の整備を行い、尼
あま

額
びたい

、二升
にしょう

石
いし

地区、袰
ほろ

綿
わた

地区、門
かど

地区の整備区間は、目標流

量を安全に流下させるために、河道拡幅、河道掘削、流木捕捉工等の整備を行う。 

また、乙茂（三田市）・袰野地区の整備区間は、家屋の浸水被害を防止するために、

住宅地の嵩上げ等の整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 整備区間と目標流量 

 

②  配慮事項 

・動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮するとともに、自然環境の保全及び復元や地

域住民が水辺に親しめるような河川整備を行う。河川整備を行うにあたっては、必

要に応じて専門家から意見を聴くものとする。また、地域住民と連携しながら川づ

くりを進めていく。 

・中島地区、中里地区、袰野地区などは、山地に囲まれた田園地帯で豊かな自然が残

され、多様な生態系が形成されている地域であることから、これらの自然環境に配

慮しつつ、周辺の多様な地形や田園風景等の景観と調和した河川整備を行う。 

・工事実施前、工事中、工事実施後に必要に応じて環境調査を実施し、河川環境の変

化について把握し、河川工事や維持管理に活用する。 

・河川施設の設置にあたっては、周辺の景観になじむよう配慮することとし、必要に

応じて地域住民や関係機関と調整する。 
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整備計画区間の代表地点における河川の横断形は次の図のとおりである。 

 

 

小本川(小本地区) 

鉄道橋付近（2.2km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小本川(中島地区) 

卒郡橋下流付近（3.6km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 小本川横断図 

 

 

動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮するとともに、自然環

境の保全及び復元や地域住民が水辺に親しめるような河川整

備を行う。 

動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮するとともに、自然環

境の保全及び復元や地域住民が水辺に親しめるような河川整

備を行う。 
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小本川(中里地区) 

中里橋上流付近（5.9km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小本川(袰野地区) 

赤鹿橋下流付近（8.5km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 小本川横断図 

 

 

動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮するとともに、自然環

境の保全及び復元や地域住民が水辺に親しめるような河川整

備を行う。 

動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮するとともに、自然環

境の保全及び復元や地域住民が水辺に親しめるような河川整

備を行う。 
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小本川(乙茂地区) 

ふれあい橋下流付近（13.3km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小本川(岩泉市街地) 

泉橋付近（22.6km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 小本川横断図 

 

 

動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮するとともに、自然環

境の保全及び復元や地域住民が水辺に親しめるような河川整

備を行う。 

動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮するとともに、自然環

境の保全及び復元や地域住民が水辺に親しめるような河川整

備を行う。 

6.9m
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小本川(尼額地区) 

尼額橋上流付近（25.4km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小本川(二升石地区) 

二升石橋上流付近（27.975km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 小本川横断図 

 

 

動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮するとともに、自然環

境の保全及び復元や地域住民が水辺に親しめるような河川整

備を行う。 

動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮するとともに、自然環

境の保全及び復元や地域住民が水辺に親しめるような河川整

備を行う。 



18 

 

 

 

 

小本川(袰綿地区) 

本陳沢橋上流付近（39.1km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小本川(門地区) 

門小学校下流付近（45.2km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 小本川横断図 

 

 

動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮するとともに、自然環

境の保全及び復元や地域住民が水辺に親しめるような河川整

備を行う。 

動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮するとともに、自然環

境の保全及び復元や地域住民が水辺に親しめるような河川整

備を行う。 
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図 10 住宅地嵩上げイメージ（乙茂（三田市）・袰野地区） 

 

 

(2) 清水川 

①  工事の内容 

清水川の小本川合流点から 2.1k までの区間は、小本川本川の河川改修計画と整合を

図り、小本川からの背水に対する堤防整備を実施するとともに、目標流量を安全に流

下させるために、河道掘削、築堤、護岸工等の整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 目標流量 

 

②  配慮事項 

・動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮するとともに、自然環境の保全及び復元や地

域住民が水辺に親しめるような河川整備を行う。河川整備を行うにあたっては、必

要に応じて専門家から意見を聴くものとする。また、地域住民と連携しながら川づ

くりを進めていく。 

・清水川は岩泉町中心市街地を流れ、河川及び周辺の自然環境は豊かで多様な生態系

が形成されており地域住民に親しまれた川であることから、現況河道の水辺環境の

保全・復元に努めるとともに、良好な河川環境の創出に努める。 

・工事実施前、工事中、工事実施後に必要に応じて環境調査を実施し、河川環境の変

化について把握し、河川工事や維持管理に活用する。 

・河川施設の設置にあたっては、周辺の景観になじむよう配慮することとし、必要に

応じて地域住民や関係機関と調整する。  

清
水
川

（単位：m3/s）

120

小本川

動植物の生息・生育・繁殖環境に配

慮するとともに、自然環境の保全及

び復元や地域住民が水辺に親しめる

ような河川整備を行う。 
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 清水川 

下の橋下流付近（0.15km） 

 

 

  

 

図 12 清水川横断図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮

するとともに、自然環境の保全及び復

元や地域住民が水辺に親しめるよう

な河川整備を行う。 



 

河2.2 

2.2.1 

地域住

とができ

 

2.2.2 

(1) 河道

出水時

ることを

等、治水

また、

方法につ

推進する

 

(2) 護岸

堤防や

事を行

なわれる

かに機能

早期発見

橋梁、

ように各

 

(3) 水位

流域内

また、

のための

般住民へ

定し、浸

連絡を行

さらに

渇水被害

水質調

持に努め

 

(4) 良好

河川や

施する。

も配慮す

河川の維持の

河川維持の

住民に対し

きるように

河川の維持

道の流下能

時及び出水

を基本とし

水上支障が

、流水の阻

ついて検討

る。 

岸・堤防等

や護岸など

うとともに

る危険があ

能回復を図

見等、堤防

、堰、樋管

各施設管理

位・雨量の

内の河川水

、洪水時等

の情報とし

への情報提

浸水被害が

行うととも

に、地上デ

害、水質事

調査につい

める。 

好な河川環

や水辺環境

。その調査

するなど、

の目的、種

の目的 

て安全でか

、河川の治

持の種類及び

力維持 

後において

、早期に情

あると判断

害や河川構

し、良好な

構造物の維

の河川管理

、長寿命化

る場合は機

るための必

機能の維持

等の許可工

者と協議し

観測、水位

位や雨量の

には、迅速

て岩泉町に

供に努める

始まるおそ

に、報道機

ジタル放送

故の防止や

ても県が継

境の維持 

の現状やそ

結果をもと

良好な河川

種類及び施行

かつ安心感を

治水安全度の

び施行の場

て、河川巡視

情報を把握す

断される場合

構造物に悪影

な河川環境の

維持 

理施設の機能

化計画を立案

機能維持を図

必要な対策を

持を主な目的

工作物につい

し、適正な維

位の周知及び

の観測を継続

速かつ的確に

に周知し、報

る。また、流

それのある水

機関等を通じ

送を活用して

や軽減を図る

継続的に実施

その変遷を把

に、河道の

川環境を維持

21 

行の場所

を与えると

の確保や良好

所 

視により土砂

するため関係

合には対策を

影響を与える

の保全と整備

能が維持され

案し、施設の

図るため、ま

を講じるよ

的として除草

いて河川管理

維持管理を行

び水質の監視

続的に実施す

に河川情報等

報道機関・イ

流域内河川に

水位情報につ

じて地域住民

て地域住民へ

る。 

施し、関係機

把握するため

の流下能力維

持するために

ともに、潤

好な河川環

砂堆積、倒

係機関との

を講ずる。

る樹木群等

備を図るこ

れるように

の長寿命化

また、機能

う努める。

草を実施す

理施設同様

行うよう指

視 

する。 

等を収集し

インターネ

については

ついて関係

民への情報

への河川情

機関と連携

めに、今後

維持、護岸

に必要な対

いややすら

境の維持管

木及びゴミ

連絡体制を

 

については

とができる

、定期的な

を図る。洪

が損なわれ

堤防につい

る。 

の維持管理

導する。 

、一般住民

ット・携帯

、水位周知

機関への迅

の周知に努

報の提供に

して、流域

も必要に応

、堤防等構

策を実施す

らぎを感じ続

管理を実施す

ミ等の状況を

を強化し、河

は必要に応じ

るような維持

な点検や維持

洪水により機

れた場合には

いては、変状

理水準を確保

民の避難、防

帯電話等を通

知河川として

迅速かつ確実

努めることと

に努め、洪水

域内河川の水

応じて環境調

構造物の維持

する。 

続けるこ

する。 

を把握す

河積阻害

じて伐採

持管理を

持修繕工

機能が損

は、速や

状箇所の

保できる

防災活動

通じて一

て順次指

実な情報

とする。 

水被害や

水質の維

調査を実

持の際に



22 

 

また、流域住民との連携を推進し、地域の人々とともに河川美化や河川から海岸に至る

ごみの発生抑制を図るため、河川清掃の実施に努めるほか、良好な河川環境を維持するた

めの啓発活動を推進する。 

 

(5) 親水性の維持 

河川空間は地域住民の憩いの場、やすらぎの場、遊びの場として有効に利用されている。

そのような親水空間や親水設備の機能や、そこに広がる河川環境が将来にわたって維持さ

れるよう、関係機関や地域住民と連携しながら維持管理に努める。 

また、子どもたちや高齢者の方々にも安心して川とふれあえるようなユニバーサルデザ

インに配慮した空間整備も、関係機関や地域住民と連携しながら推進する。 
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